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行
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一
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消
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則
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一
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を
改
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葉
県
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施
行
細
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
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千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
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千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

規

則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
三
条
第
一
項
第
三
十
五
号
中
□
も
の
を
含
む
□
の
下
に
□
□
次
号
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
四
十

一
号
及
び
第
四
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
□
を
加
え
□
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

三
十
六 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
□
昭
和
四
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
二

号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□
盛
土
若
し
く
は
切
土
を
す
る
□
又
は
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
が
二

以
上
の
隣
接
す
る
地
域
振
興
事
務
所
の
管
内
に
わ
た
る
宅
地
造
成
等
□
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
及
び
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関

す
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
事

務
を
除
く
も
の
と
し
□
盛
土
若
し
く
は
切
土
を
す
る
□
又
は
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が
一

ヘ
ク
タ
□
ル
未
満
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
及
び
当
該
工
事
の
計
画
の
変
更
で
あ
つ
て
□
変
更

後
の
盛
土
若
し
く
は
切
土
を
す
る
□
又
は
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が
一
・
五
ヘ
ク
タ
□
ル

未
満
の
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
□ 

 
 

イ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
着
手
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ロ 

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
中
止
等
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
□
第
四
十
号
を
□
を
□
第
四
十
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を
□
に
改
め
□
同
項
た

だ
し
書
中
□
及
び
第
四
十
号
□
を
□
□
第
四
十
号
□
に
改
め
□
□
限
る
□
□
□
の
下
に
□
並
び
に
第
四
十

一
号
ワ
及
び
カ
□
を
加
え
□
同
項
第
二
十
九
号
中
□
第
三
十
二
号
ま
で
及
び
第
四
十
一
号
□
を
□
こ
の
号

か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
□
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
二
号
□
に
改
め
□
同
項
第
三
十
三
号
イ
を
削
り
□
同

号
ロ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
□
□
旧
法
□
を
□
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地

造
成
等
規
制
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
旧
法
□
と
い

う
□
□
□
に
改
め
□
同
号
中
ロ
を
イ
と
し
□
同
号
ハ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改

め
□
同
号
中
ハ
を
ロ
と
し
□
同
号
ニ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
号
中
ニ

を
ハ
と
し
□
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
□
同
号
ト
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
号

中
ト
を
ニ
と
し
□
同
号
チ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
号
中
チ
を
ホ
と

し
□
同
項
第
三
十
七
号
中
□
土
地
開
発
事
業
□
を
□
宅
地
開
発
事
業
□
に
改
め
□
同
項
第
四
十
一
号
中

□
□
同
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
が

あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
□
□
□
を
削
り
□
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

四
十
二 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□
開
発
区
域
が
二
以

上
の
隣
接
す
る
土
木
事
務
所
の
管
内
に
わ
た
る
開
発
行
為
等
又
は
宅
地
開
発
事
業
に
伴
う
宅
地
造
成

又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
事
務
を
除
く
も
の
と
し
□
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク

タ
□
ル
未
満
の
開
発
行
為
等
若
し
く
は
宅
地
開
発
事
業
及
び
新
た
な
土
地
の
開
発
区
域
へ
の
編
入
に

係
る
開
発
行
為
等
若
し
く
は
宅
地
開
発
事
業
の
変
更
で
あ
つ
て
□
編
入
後
の
開
発
区
域
の
面
積
が

一
・
五
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満
の
も
の
に
伴
う
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の

並
び
に
土
木
事
務
所
長
が
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
許
可
を
し
た
又
は

宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等

に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
□ 

 
 

イ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
着
手
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ロ 

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
中
止
等
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
七
号 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

5 

月

23

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第６５号 令和 7 年 5 月 23 日 (金曜日) 
 

 
 

千
葉
県
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
千
葉
県
恩
給
給
与
細
則
□
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

別
記
第
十
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
恩
給
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
□ 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
□
及
び
□ 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

□ 

に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
二
年

千
葉
県
規
則
第
八
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
四
条
の
二
中
□
次
に
□
を
□
次
の
各
号
に
□
に
改
め
□
同
条
第
一
号
中
□
懲
役
□
禁
錮
□
を
□
拘
禁

刑
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役
□
禁
錮
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

□
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
□
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
□
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
□
少
年
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
六
十
八
号
□
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
少
年
院
を
含
む
□
以
下
同
じ
□
□
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
□
改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
□
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
□ 

  

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
号 

 
 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
□
昭
和
二
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

別
記
第
七
号
様
式
公
用
令
書
の
裏
面
中
□ 

 

□
を
□ 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
消
防
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
消
防
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
消
防
表
彰
規
則
□
昭
和
三
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
七
条
中
□
禁
錮
□
を
□
拘
禁
刑
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
□ 

□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
□
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 
懲

役
又

は
禁

錮
の

刑
 

 
拘

禁
刑

 

 
懲

役
若

し
く

は
禁

錮
の

刑
 

 
懲

役
又

は
禁

錮
の

刑
 

 
拘

禁
刑

 

懲
役

 
拘

禁
刑

 

□ 印
 



  

三 
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懲
役

 
拘

禁
刑

 

 

別
記
第
十
三
号
様
式
別
紙
３
中
□ 

 

□
を
□ 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
□ 

  

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

別
記
第
十
号
様
式
□
裏
□
中
□ 

 

□
を
□ 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
□
昭
和
二
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式 

裏 

中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
を 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

め
る
□ 

 

別
記
第
四
号
様
式
中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

め
る
□ 

 

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

め
る
□ 

 

別
記
第
四
号
様
式
の
三
中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

禁
錮

 
拘

禁
刑

 

（
 

）
 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
 

生
 

年
 

月
 

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 
 

性
 

 
 

 
 

別
 

男
 

 
 

・
 

 
 

女
 

 

 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
 

生
 

年
 

月
 

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 
 

 

性
 

 
 

 
 

別
 

 
 

男
 

・
 

女
 

 

 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 

生
 

年
 

月
 

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 

性
 

 
 

 
 

別
 

 
男

 
・

 
女

 

 

ふ
 

り
 

が
 

な
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 

 

１
 

禁
錮

以
上
の

刑
に
処

せ
ら

れ
た
こ

と
が

あ
り
ま

す
か
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

あ
る
□

 
な

い
□
 

１
 

拘
禁

刑
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
こ

と
（

刑
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（
令
和
４

年
法
律
第

６
７
号
）
に

よ
る
改
正
前

の
刑
法

（
明

治
４
０

年
法
律
第
４

５
号

）
第

１
３

条
に

規
定

す
る

禁
錮

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
た

こ
と

を
含

む
。
）

が
あ
り
ま

す
か
。
 

あ
る
□
 
な

い
□
 

に
改 



 
 

 

四 
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□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
記
第
四
号
様
式
か
ら
第
四
号
様

式
の
三
ま
で
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
□ 

訓

令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一
宅
地
安
全
課
の
項
第
三
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
削
り
□
同
欄
ロ
中
□
第
二
条
第
一
項
□

を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
□
□
旧
法
□
を
□
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
□
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
一
の
四
宅
地
安
全
課
の
項
第
二
号
に
お
い
て
□
旧

法
□
と
い
う
□
□
□
に
改
め
□
同
欄
中
ロ
を
イ
と
し
□
同
欄
ハ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二

項
□
に
改
め
□
同
欄
中
ハ
を
ロ
と
し
□
同
欄
ニ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□

同
欄
中
ニ
を
ハ
と
し
□
同
欄
ホ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
欄
中
ホ
を
ニ

と
し
□
ヘ
及
び
ト
を
削
る
□ 

 

別
表
第
一
の
四
宅
地
安
全
課
の
項
第
二
号
中
イ
及
び
ロ
を
削
り
□
同
号
ハ
中
□
第
二
条
第
一
項
□
を

□
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
号
中
ハ
を
イ
と
し
□
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

        

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


